
特定非営利活動法人 p.a.Ld.a.研 究室 定款

第 1章 総則

(名称)

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人 p.a.n.d.a.研 究室という。

(事務所)

第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区江古田 2丁 目 12番 5号に置く。

(目  的)

第 3条 この法人は、広く一般の方を対象として、動物愛護及びペットの適正飼養の普

及啓発を行い、さらにペットの防災対策及び救援支援や子どもたちの情操教育を

重視 した活動を行 うことにより、人と動物が安心して共生できる豊かな社会づく

りに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)社会教育の推進を図る活動

(3)ま ちづくりの推進を図る活動

(4)環境の保全を図る活動

(5)災害救援活動

(6)地域安全活動

(7)子 どもの健全育成を図る活動

(8)前各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の

活動

(事業の種類)

第 5条  この法人は、第 3条に規定する目的を達成するため、次の特定非営利活動に係

る事業を行 う。

(1)ペ ットの適正飼養及び動物愛護普及啓発事業

(2)犬のしつけをはじめとしたペットの適正飼養及び動物愛護に関する講座・研

修・イベントの開催事業

(3)ペ ットの防災に関する普及啓発及び救援支援活動事業

(4)子どもたちへの情操教育プログラム (動物を通じた体験学習等)の実施事業

(5)ペ ットの飼養相談、動物保護や里親探しに関する助言や支援事業

(6)行政や他団体への協力

(7)そ の他目的を達成するために必要な事業



第 2章 会 員

(1重  男|」 )

第 6条  この法人の会員は、次の 3種 とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以
下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体
(3)一般会員 (サポー ト会員) この法人の目的に賛同して活動へのサポー トを行
うために入会した個人及び団体

(入 会)

第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理
事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあつたとき、正当な理由がない限り、入会を認めな
ければならない。

4 理事長は、第 2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 したと

き。

(3)継続して 1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)
第 10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ

とができる。

(除 名 )
第 11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。



2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明
の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数)

第 12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上 7人以内

(2)監事 1人以上 2人以内

2 理事のうち 1人を理事長とし、 1人以上 2人以内を副理事長とする。

(選任等)

第 13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3親等以内の

親族が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親

族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第 20条各号のいずれかに該当する者はこの法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)

第 14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと

きは、理事長があらかじめ指名した順序によつて、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法

人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1〉 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3〉 前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行

為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合に

は、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を

述べること。

(任期等)

第 15条 役員の任期は、2年 とする。ただし、再任を妨げない。



2 補欠のため、又は増員によつて就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は
現任者の任期の残存期間とする。

3 前 2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任さ
れた場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の

役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその

任期を伸長する。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。

(欠員補充)

第 16条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第 17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す
ることができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決する前に弁明の機会を
与えなければならない。

(報酬等)

第 18条 役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会議
(種 別 )

第 19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第 20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第 21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)解散及び合併



(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任

(7)役員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 47

条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第 22条 通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求

があったとき。

(3)監事が第 14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第 23条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、そ

の日から30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければなら

ない。

(総会の議長)

第 24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第 25条 総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第 26条 総会における議決事項は、第 23条第 3項の規定によつてあらかじめ通知し

た事項とする。



2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも
って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正

会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会での表決権等)

第 27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された
事項について書面若 しくは電磁的方法をもって表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について
は、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加
わることができない。

(総会の議事録)

第 28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成 しなければならない。
(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者

がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人が記名押印又は
署名しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思
表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事

項を記載した議事録を作成 しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)

第 29条 理事会は、理事をもって構成する。



(理事会の権能)

第 30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)そ の他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第 31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招

集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第 32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から14日 以内

に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日 前までに通知しなければならな

(理事会の議長)

第 33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の議決)

第 34条 理事会における議決事項は、第 32条第 3項の規定によつてあらかじめ通知

した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

(理事会の表決権等)

第 35条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事

項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理事

会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ

ることができない。



(理事会の議事録 )

第 36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成 しなければなら
ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記す

ること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人記名押印又
は署名しなければならない。

第 5章 資 産

(資産の構成)

第 37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴 う収益

(6)そ の他の収益

(資産の区分)

第 38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

第 39条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。

第 6章 会 計
(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければなら
ない。

(会計の区分)

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。



(事業年度 )

第42条  この事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、

総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第 44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき

は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第 45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第 46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第 48条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4分の

3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事

項を除く。)したときは、所轄庁に届けなければならない。

(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議



(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の 3以上
の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな
い 。

(残余財産の帰属)

第 50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したとき
に残存する財産は、法第 11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決し

たものに譲渡するものとする。

(合 併)

第 51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 方法

(公告の方法)

第 52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して
行 う。ただし、法第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の告示について
は、この法人のホームページにおいて行 う。

第 9章 事務局
(事務局の設置)

第 53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免 )

第 54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営)

第 55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。

公告の



第 10章 雑 則

(細 則)

第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 岩浪 真紀

副理事長 立木 加奈子
理事 芳川 雅美
理事 岡本 麻江
理事 前田 悦子
理事 岩浪 正純
監事 茅野 智子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項の規定にかかわらず、この法
人の成立の日から令和 8年 6月 30日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第 42条の規定にかかわらず、この法人の成立
の日から令和 8年 3月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げる
額とする。

(1)入会金

正会員・一般会員・賛助会員 2,000円

(2)年会費

正会員  (個人・団体)       3,000円
賛助会員 (個人・団体)1日      10,000円 (1日以上)
一般会員 (サポー ト会員)(個人・団体)2,000円



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係)
設立・役員変更用

役 員 名 簿 (役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人_」塑」」ユコ堕室________

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Z以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(どちらかに○)

(フ リガナ)

氏    名

報酬の有無
(どちらかにO)

役職名等

1 監事理事

イワナミ マキ

岩浪 真紀
有 理事長

2 ・監事

タツキ カナコ

立木 カロ奈子
有 副理事長

3 ・監事理事

ヨシカワ マサヨシ

芳川 雅美
有 理事

4 ・監事

オカモ ト マサエ

岡本 麻江
有 理事

5 監事

'?a:/ :LY=
有 理事

前田 悦子

6 監事
イワナミ マサズミ

有 理事

岩浪 正純

7 理 事 監事
カヤ ノ トモ コ

茅野 智子
有 監事

8 理事・監事 有・無

9 理事・監事 有・無

10 理事・監事 有 征



書式第8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 p.a‐da研究室

1 事業実施の方針
動物愛護、動物福祉、ペット防災等に関する普及啓発活動を行うため、情報提供や各種イベント・講座の

開催及び行政機関への協力、子ども向け教室の開催などの活動を展開する。

また、飼っていない方、動物が嫌いな方、動物アレルギーのある方への配慮を行い、ペットを飼っている

方のみではなく、多くの人に動物をとりまく問題に興味を持ってもらえるような事業の企画運営を行 う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 57 】千円 )

(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【  】千円)

定款に記載
された事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

(3)ペ ットの防

災に関する普

及啓発及び救

援支援活動事

業

【講座・ワークショップ】

防災士と考えるペットとの

防災

2026年

2/28(土 )
13:00-17:00

中野区役所

1階シェアノマ

(中 野区中野 4‐

11-19)

5人 一般 20名 3千円

鷺宮区民活動センター

運営委員会防災フェスタ

2026年

31/151〈 El)

10:00‐正午

鷺宮区民活動セ

ンター

(中野区鷺宮 3‐

22‐ 5)

3人 一般 150名 3千円

(4)子 どもたち
への情操教育

プログラム(動

物を通じた体

験学習等)の実

施事業

わくわくいきもの教室

12/22 (月 )

2026年

2/4(水 )
2/12 (木 )

3/25(水 )
15:00‐ 16:00

野方児童館

(中野区新井 2‐

48‐ 10〉

宮の台児童館

(中野区本町 4‐

8‐ 16)

大和児童館

(中野区大和町

2‐ 8‐ 12)

6人 小学生 300名 51千円

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 8号 (法第 10条 。第25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人p.a.n.da研 究室

1 事業実施の方針
動物愛護、動物福祉、ペット防災等に関する普及啓発活動を行うため、情報提供や各種イベント・講座の

開催及び行政機関への協力、子ども向け教室の開催などの活動を展開する。

また、飼っていない方、動物が嫌いな方、動物アレルギーのある方への配慮を行い、ペットを飼つている

方のみではなく、多くの人に動物をとりまく問題に興味を持ってもらえるような事業の企画運営を行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 270 】千円 )

定款に記載
された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象
者
人数

事業費
(千円)

(1)ペ ットの適

正飼養及び動

物愛護普及啓

発事業

第一回中野坂上手作り市

でのどうぶつ○×クイズ

4/11(土 )
10:00‐ 15:00

中野坂上宝仙寺

境内

(中野区中央 2丁 目

33‐ 3)

3人 一般
100

名
10千円

(2)犬のしつけ

をはじめとし

たペットの適

正飼養及び動

物愛護に関す

る講座・研

修・イベント

の開催事業

愛犬のおもちゃづくり

ワークショップ

9/12(上 )
13:00‐ 16:00

中野区役所

1階シェアノマ

(中野区中野 4‐ 11‐

19)

4人 一般 10名 10千円

公開セミナー

① 犬のしつけ方教室
② 猫の飼い方教室
③ ペットの終活

6/27(上 )
11/28(土 )
2/13(上 )
13:00‐ 15:00

中野区役所

1階シェアノマ

(中野区中野 4‐ 11-

19)

10人 一般 60名 20千円

(3)ペ ットの防

災に関する普

及啓発及び救

援支援活動事

業

鍋横町会連合会

大きなこいのぼりと子ど

も防災ラリー参加

4/25 (二 11)

10:00‐ 15:00

本五ふれあい公園

〈中野区本町 5-28)
3人 一般

250

名
10千円

豊島区

としまDOKI☆ 多DO
KI防災フェス2026

10/12

〈月・祝)
10:00‐ 15:00

IKE・ SUDIP′LRI(

(豊島区東池袋

4-42)

5人 一般
5000

名
20千円

江古田区民活動センター

運営委員会

みんな de防災

12′
′15(二L)

13:00‐ 15:00

江古田区民活動セン

ター

(中野区江原町 2‐ 3‐

15)

1人 一般 70名 6千円

鷺宮区民活動センター

運営委員会

防災フェスタ

2027年

3/2()(土 )

鷺宮区民活動センタ

(中野区鷺宮 3‐22-

5)

3人 一般
150

ん′

「

5千円



(4)子 どもたち
への情操教育
プログラム(動

物を通じた体

験学習等)の実

施事業

わくわくいきもの教室

5/13(水 )

6/19(金 )

7/14(火〉

7/22(水 )

7/28(火 )

7/29(ァК)

8/5(zk)

8/21(金 )

3/26(水 )

9/12(土 )

10/14(水 )

11/16(月 )

11/18(水 )

12/2(水 )

12/21(月 )

2027年

2/3(水 )

2/10(水 )

3/24(水 )

15:00‐ 16:00

野方児童館

〈新井 2-48‐ 10)

宮の台児童館

(本町 4-8-16)

大和児童館

(大和町 2‐8■ 2)

鷺宮児童館

(鷺宮 3‐ 40‐ 13)

キッズ・プラザ江原

(江原町 1-39‐ 1江

原小学校内)

キッズ・プラザ江古

田

(江古田 2‐ 13‐ 28江

古田小学校内)

延

36人
小学生

延

300
カ
イコ

154千円

(5)ペ ットの飼

養相談、動物

保護や里親探

しに関する助

言や支援事業

ベット飼育相談会 随時

中野区江古田区民活

動センター

(中野区江原町

2‐ 3‐ 15)

12人 一般 20名 5千円

(6)行政や他団

体への協力

中野区

動物愛護週間 ベット適

正飼養普及啓発活動

9/24(木 )
9/25(金 )
10:00‐ 15:00

中野区役所

1階シェアノマ

(中野区中野 4‐ 11-

19)

2人 一般 2名 5千円

豊島区

動物愛護フェスティバル

2026

11/21 (二 li)

10:00‐ 15:00

](E・ SUNPARK
(豊島区東池袋

4-42)

5人 一般
250
0́ア

`

20千円

北区防災まちづくり

いわぶち防災フェスタ

12/121(土 )

11:00‐ 15:00

八雲神社、岩渕かっ

ぱ広場、岩測小学校

(北区中十条 3‐26)

4人 一般
300
々
徊

5千円

(2)その他の事業

(事業費の総費用 【 】千円)
足款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 9号 (法第 10条 。第 25条関係 )

令和 7年度 活動予算書 (その他事業が上登場合 )
設立・定款変更用

特定非営利活動法人  p.=ln.d.a研究室

:円 )

取

1_:.|そ・.:11 33,000

2

受取寄附金 40,000

●^）

(4)子 どもたちへの情操教育プログラム (動物を通じた体験学習等)の実施 51,000

4
(2)人 の しつけをはじめとしたヘ ットの適

「
飼養及び勁場曖譲に関するおμ・研修・ イベン トの硼艦事業 収益

(ワ ークショップ参加費)

10,000

5 の の

受取利息

134

B
1

1

3,800

2 の

消耗品費 53.200

ク

一

〔
∠ の

B

ll l

D

DC

産

同

過年度損益修正益

災害損失

前期繰越 lI

び
「I

+

学習ア ドバイザー・安全管理員

・・・ 6

E L___二 重L塗土_」

「

~珊

I当  期 需 t 額 【A



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 8年度 活動予算書 (その他事業が主上ヽ場合)
設立・定款変更用

特定非営利活動法人  p.a.n.d.a.研 究室

39,000会員受取会費
取

正

30,000

ク

¨

受取寄附金
取

(4)子 どもたちへの情操教育プログラム(動物を通じた体験学習等)の実施
中野区公益活動政策助成

＾
０

154,000
100,000

(2,人の しつ1'を |:し めとしたベットの適 I:飼 養及び動物姜護に関する諄
"・
研修・ イベン トの開催事業 収益

(ワ ークショップ、公開セミナー等 参加費)
(3)ペ ットの防災に関する普及啓発及び救援支援活動事業

30,000

15,000

4

自主市| ぶつカルタ「ど
一
つ の の

受取利t

85,000

(1)

B

1

（
∠

1)

2 の

(2)その
20,000
130,000

10,000
30,000
10,000
4,000

学習ア ドバイザー・安全管理員

印刷製本費
消耗品費

環ヅ曇
[馨ア保険加入ボラン′

当 期 案:常 i 減  額 A 8 79.000ヽ

C

過年度損益修正益
固 ビ

正損

D
|

災害損失
固

iC】 ― D

+

+

:1( 及 び

期繰越 ll i味財産 ・・・6

L_______■ 1二_______________________」 L__二___全__盤__二__=唇iL壺透L__

「

~F¬
訂¬戸可

:費

曇

:常 外 収

質

l当 期 経 常

L_=Ⅷ



書式第 6号 (法第 10条関係)
設   立   用

特定非営利活動法人p.a.n.d.a.研究室 設立趣旨書

1.子 どもの数を上回るほど大や猫などのペットが飼育されているといわれる現代においても、

未だ安易な飼育による飼育放棄、多頭飼育問題、虐待、ベット産業における動物の扱いなどが間

題となっている。

2.その現状を打開するために、法律改正や動物愛護団体による尽力、行政指導などで、動物の

おかれる環境は変わり地域によつては殺処分も減つているが、動物愛護団体などに保護 。議渡さ

れる動物は年々増えている。

3.そ こで当団体は、動物飼育者および非飼育者に対して、動物の生態や性格、正しい接し方、

災害時の対応といった知識の普及啓発に加え、動物飼育者に対して飼育時の心理的サポートを行

うことで飼育放棄により不幸になる動物たちを減らし、命の大切さを伝え、人・動物・自然を含

めた生き物すべての個性を尊重できる穏やかな共生社会づくりに貢献するために活動を行う。

4.こ のような活動を行うに際して、各種契約を結ぶ必要があるので法人格が必要となります

が、当団体は営利を目的としていないので、会社組織は似つかわしくなく、NPO法人として設立

することを決意しました。

【主な活動】

動物の愛護及び動物の正しい接し方に関する知識等の普及啓発

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

子どもの健全育成を図る活動

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

令和 7年 5月 25日

設立代表者

氏名 岩浪 真紀




